
５
　
年
金
や
保
険
に
つ
い
て

６
　
消
費
・
契
約
上
の
問
題
に

つ
い
て

日
時

月
曜
日
〜
土
曜
日
　
午

前
９
時
〜
午
後
４
時
（
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
）

法
律
相
談（
予
約
制
）は
、
水
・

金
曜
日
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

年
金
相
談
は
、
第
１
・
３
・
５

水
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
針

ヶ
谷
４
―

２
―

65

彩
の
国
す

こ
や
か
プ
ラ
ザ
内

費
用

無
料

�
０
４
８（
８
２
２
）１
２
０
４

�
０
４
８（
８
２
２
）１
４
０
６

E-m
ail

soudan@
fukushi-saitam

a.
or.jp〜

も
う
一
度
　
働
き
た
い
！

あ
な
た
の
カ
ム
バ
ッ
ク
を

応
援
し
ま
す
〜

簡
単
な
手
続
き
で
登
録
で
き
ま

す・
妊
娠
、
出
産
、
育
児
ま
た
は

介
護
を
理
由
と
し
て
退
職
し

た
か
た
で
、
再
就
職
を
希
望

す
る
か
た
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

・
退
職
直
後
か
ら
登
録
で
き
ま

す
。
早
め
に
登
録
し
て
再
就

職
に
向
け
て
準
備
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

・
登
録
の
有
効
期
間
（
登
録
期

間
）
は
４
年
間
で
希
望
す
る

場
合
は
１
回
に
限
り
更
新
で

き
ま
す
。

登
録
す
る
と
次
の
こ
と
が
無
料

と
な
り
ま
す

・
「
Ｒ
ｅ
・
Ｂ
ｅ
ワ
ー
ク
セ
ミ

ナ
ー
（
再
就
職
準
備
セ
ミ
ナ

ー
）」
に
参
加
で
き
ま
す
。

・
「
個
別
相
談
」
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

・
再
就
職
に
役
立
つ
情
報
誌

「
Ｒ
ｅ
・
Ｂ
ｅ
」が
年
３
回
送

付
さ
れ
ま
す
。

・
「
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
ト

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
受
け
ら
れ

ま
す
。
〜
専
門
の
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
が
個
別
に
ご
相
談
に

応
じ
、
再
就
職
へ
の
プ
ラ
ン

作
り
を
支
援
し
ま
す
。

問
合
せ

財
団
法
人
21
世
紀
職
業
財
団

埼
玉
事
務
所

�
０
４
８（
８
２
４
）７
０
０
１

�
０
４
８（
８
２
４
）７
０
０
９

財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w.jiw
e.or.jp

子
ど
も
（
原
則
18
歳
未
満
）

に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
悩
み
に

つ
い
て
、
県
民
の
か
た
か
ら
電

話
相
談
を
受
け
る
窓
口
で
す
。

子
育
て
の
悩
み
や
し
つ
け
の
問

題
か
ら
い
じ
め
や
体
罰
な
ど
あ

ら
ゆ
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。
子

ど
も
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
の

面
接
相
談
（
予
約
制
）
も
行
っ

て
い
ま
す
。

相
談
専
用
電
話
番
号

�
０
４
８（
８
２
２
）７
０
０
７

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
午
前

９
時
〜
午
後
９
時
30
分

問
合
せ

子
ど
も
の
権
利
擁
護

委
員
会

�
０
４
８（
８
３
４
）８
７
５
５

一
般
就
労
を
目
指
す
精
神
障

が
い
者
の
か
た
が
就
職
活
動
及

び
就
職
へ
の
意
欲
や
関
心
を
も

つ
機
会
と
し
て
、
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
し
ま
す
。

内
容

毎
月
１
回
、
計
６
回
に

わ
た
り
就
労
に
関
す
る
様
々
な

テ
ー
マ
で
行
な
い
ま
す
。（
各
回

の
み
の
参
加
も
可
能
で
す
。）

日
時

第
１
回

10
月
20
日
�

「
障
が
い
を
持
ち
な
が
ら
働
く

こ
と
」

第
２
回

11
月
17
日
�

「
就
職
を
進
め
る
た
め
に
」

第
３
回

12
月
21
日
�

「
仕
事
選
び
の
ポ
イ
ン
ト
」

第
４
回

１
月
26
日
�

「
仕
事
を
続
け
る
工
夫
と
気
持

ち
」

第
５
回

２
月
23
日
�

「
会
社
で
の
上
手
な
人
間
関
係
」

第
６
回

３
月
22
日
�

「
会
社
が
求
め
る
人
材
」

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

対
象
者

就
職
に
興
味
の
あ
る

精
神
障
が
い
者

定
員

40
名

参
加
費

無
料

会
場

ア
バ
ン
テ
ィ
（
障
が
い

者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
ふ
れ
ん

だ
む
）
東
武
動
物
公
園
駅
西
口

徒
歩
５
分

申
込
み
・
問
合
せ

前
日
ま
で

申
込
可
能
で
す
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
ア

バ
ン
テ
ィ

�（
36
）
２
６
０
０

�（
36
）
２
６
０
１
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　町では、法務大臣が委嘱した�
人権擁護委員による人権相談所を�
次のとおり開設します。�
　相談は無料、秘密は守られます。�
　お気軽にご相談ください。�
（予約は不要です。）�
日　時　１１月１２日�　午前１０時～午後３時�
場　所　役場４階会議室４０１・特別会議室２�
相談員　人権擁護委員（白岡町、幸手市、菖蒲町）�
問合せ　町民活動推進課人権担当内線３５４�
主　催　白岡町・さいたま地方法務局久喜支局・

久喜人権擁護委員協議会�
　なお、人権相談は毎月原則１０日（午後１時～４
持）に開催しています。また、さいたま地方法務
局久喜支局では、毎週月・木曜日（午前９時～午
後３時）に開催しています。期日などは広報しら
おかをご覧ください。�

特設人権相談所を開設します

「育てよう�
　　一人一人の�
　　　　人権意識」�
～思いやりの心・かけがえのない命を大切に～�
�

再
就
職
希
望
者

支
援
事
業
の
ご
案
内

再
就
職
希
望
者

支
援
事
業
の
ご
案
内

子
ど
も
ス
マ
イ
ル
ネ
ッ
ト

子
ど
も
ス
マ
イ
ル
ネ
ッ
ト

精
神
障
が
い
者

就
労
準
備
セ
ミ
ナ
ー

精
神
障
が
い
者

就
労
準
備
セ
ミ
ナ
ー
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児
童
館 

図
書
館 

公
民
館 

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー 

保
健
セ
ン
タ
ー 

募
集
し
ま
す 

お
知
ら
せ 

33 2007. 10しらおか�しらおか�
広報広報�広報�

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部

で
は
、
十
一
月
に
蓮
田
市
役
所

に
お
い
て
救
急
法
講
習
会
を
開

催
し
ま
す
。

申
込
み

は
が
き
に
コ
ー
ス
名
、

郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
性

別
、
生
年
月
日
、
電
話
番
号
を

記
入
の
う
え
、
申
込
み
先
ま
で
、

送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
受
講
希

望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な

り
ま
す
。

受
講
が
決
定
し
た
か
た
に
は
、

本
人
あ
て
に
受
講
案
内
が
送
付

さ
れ
ま
す
。

コ
ー
ス
　
Ａ
―

24

Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細

動
器
）
を
用
い
た
心
肺
蘇
生
法

や
気
道
異
物
除
去
な
ど
救
急
車

が
来
る
ま
で
に
で
き
る
こ
と
を

学
び
ま
す
。

日
時

平
成
19
年
11
月
17
日
�

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30

分費
用

無
料
（
教
本
、
教
材
費

と
し
て
１,
５
０
０
円
）

受
講
資
格

満
15
歳
以
上
で
、

終
日
参
加
で
き
る
か
た

締
切
り

平
成
19
年
10
月
17
日

必
着

問
合
せ
・
申
込
み

日
本
赤
十

字
社
埼
玉
県
支
部
　
講
習
係

〒
３
３
６
―

０
０
６
２
　
さ
い

た
ま
市
浦
和
区
仲
町
３
―

２
―

２
３

�
０
４
８（
８
２
９
）２
６
８
１
　

里
親
と
は

病
気
や
家
庭
の
事
情
な
ど
何

ら
か
の
理
由
で
、
親
が
子
ど
も

を
育
て
ら
れ
な
い
場
合
に
、
一

時
的
ま
た
は
継
続
的
に
子
ど
も

を
預
か
り
、
育
て
る
人
の
こ
と

で
す
。

近
年
、
親
が
子
ど
も
を
育
て

ら
れ
ず
、
保
護
を
必
要
と
す
る

子
ど
も
が
増
え
て
い
ま
す
。

子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
た

め
に
は
、
温
か
い
環
境
の
中
で

過
ご
す
こ
と
が
と
て
も
大
切
で

す
。

里
親
に
な
る
に
は

一
定
の
条
件
を
満
た
す
必
要

が
あ
り
ま
す
が
、
原
則
と
し
て

特
別
な
資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

問
合
せ

中
央
児
童
相
談
所

�
０
４
８（
７
７
５
）４
１
５
２

福
祉
課
児
童
福
祉
担
当
　
内
線

１
６
２
・
１
６
３

里
親
に
つ
い
て
の
県
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ

http://w
w

w.pref.saitam
a.lg.

jp/A
03/B

G
00/satooya.htm

l

年
金
の
請
求
を
さ
れ
る
か
た

の
利
便
性
の
向
上
と
請
求
漏
れ

を
防
ぐ
た
め
、
老
齢
基
礎
年
金

及
び
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
年

齢
を
迎
え
ら
れ
る
か
た
に
、
社

会
保
険
庁
が
管
理
し
て
い
る
年

金
加
入
記
録
等
を
あ
ら
か
じ
め

印
字
し
た
年
金
の
裁
定
請
求
書

や
、
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

（
ハ
ガ
キ
）
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

送
付
時
期
と
送
付
物

60
歳
到
達
月
の
３
か
月
前

①

受
給
資
格
が
あ
り
（
納
付

済
期
間
等
が
25
年
以
上
）、60

歳
で
受
給
権
が
発
生
す
る
か

た
に
は
、
裁
定
請
求
書
と
裁

定
請
求
の
案
内
に
つ
い
て
の

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
送
付
し
ま

す
。手

続
き
は
、
60
歳
の
誕
生

日
の
前
日
か
ら
行
っ
て
い
た

だ
け
ま
す
。

②

受
給
資
格
は
あ
る
が
、
厚

生
年
金
加
入
期
間
が
12
か
月

未
満
の
た
め
、
65
歳
で
受
給

権
が
発
生
す
る
か
た
に
は
、

裁
定
請
求
の
案
内
（
ハ
ガ
キ
）

を
送
付
し
ま
す
。

③

受
給
資
格
が
確
認
で
き
な

い
か
た
に
は
、
加
入
期
間
や

受
給
要
件
を
記
載
し
た
裁
定

請
求
の
案
内
（
ハ
ガ
キ
）
を

送
付
し
ま
す
。

65
歳
到
達
月
の
３
か
月
前

④

受
給
資
格
は
あ
る
が
、
国

民
年
金
の
期
間
の
み
や
、
厚

生
年
金
の
期
間
が
12
か
月
未

満
の
た
め
、
65
歳
で
受
給
権

が
発
生
す
る
か
た
に
は
、
裁

定
請
求
書
と
裁
定
請
求
の
案

内
に
つ
い
て
の
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
を
送
付
し
ま
す
。

手
続
き
は
、
65
歳
の
誕
生

日
の
前
日
か
ら
行
っ
て
い
た

だ
け
ま
す
。

⑤

65
歳
前
に
既
に
受
給
権
が

あ
る
か
た
で
、
ま
だ
年
金
を

請
求
さ
れ
て
い
な
い
か
た
に

は
、
裁
定
請
求
書
と
裁
定
請

求
の
案
内
に
つ
い
て
の
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
を
送
付
し
ま
す
。

手
続
き
は
随
時
行
っ
て
い

た
だ
け
ま
す
。

な
お
、
年
齢
に
達
し
て
も
裁

定
請
求
書
や
裁
定
請
求
の
案
内

（
ハ
ガ
キ
）
が
送
付
さ
れ
な
い
か

た
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
事

務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
せ

春
日
部
社
会
保
険
事

務
所

�
０
４
８（
７
３
７
）７
１
１
１

日
時

平
成
19
年
11
月
10
日
�

午
前
10
時
〜
午
後
２
時

平
成
19
年
11
月
11
日
�

午
前
10
時
〜
午
後
２
時
30
分

内
容

学
習
発
表
、
作
品
展
示
、
Ｐ
Ｔ

Ａ
バ
ザ
ー
、
模
擬
店
　
等

会
場県

立
宮
代
養
護
学
校
（
駐
車

場
有
り
）

対
象

ど
な
た
で
も
（
申
し
込

み
不
要
）

問
合
せ

県
立
宮
代
養
護
学
校

�
０
４
８
０（
35
）２
４
３
２
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毎月10日は交通安全の日です 
 

夕暮れ時は危険がいっぱい�
～ 交通ルールを守って交通事故をなくしましょう ～�

☆ 歩く時は明るい色の服装に�
☆ 自転車乗用する時は早めのライト点灯を�
�交通事故防止４原則�
◇止 ま る 
◇見　　る  
◇待　　つ 
◇確かめる 

暗い道ではキラッと光る反射材を活用！�暗い道ではキラッと光る反射材を活用！�

「
赤
十
字
安
全
講
習
会
」

が
開
催
さ
れ
ま
す

「
赤
十
字
安
全
講
習
会
」

が
開
催
さ
れ
ま
す

年
金
の
裁
定
請
求
書
が

送
付
さ
れ
ま
す

年
金
の
裁
定
請
求
書
が

送
付
さ
れ
ま
す

「
第
19
回
わ
か
ば
祭
」

の
お
知
ら
せ

「
第
19
回
わ
か
ば
祭
」

の
お
知
ら
せ

里
親
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か

〜
今
、
里
親
を

求
め
て
い
ま
す
〜

里
親
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か

〜
今
、
里
親
を

求
め
て
い
ま
す
〜
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